
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目的 

“磨けば輝く 透明度日本一の 高原湖畔都市”の実現に向け、本市が行う重要施策を市民に伝え、市

政への関心を深めてもらうとともに、市民の声を直接聞き、市政運営や課題解決の参考とする。 

 

 

■開催日時 ／ 会場 

令和７年７月２９日（火） 午後７時～８時３０分（予定） ／ 諏訪市役所 ５階 大会議室 

 

・要約筆記者によるスクリーンへの映し出しを行います。 

・託児サービスを実施します（6か月～小学校就学前の子ども）。希望する人は、６月３０日（月）まで

に電話で申し込んでください。 

・市公式 YouTube チャンネル（@TheCityofSuwa）でオンライン配信を行います（チャット欄か

ら意見交換に参加できます）。 

 

 

■その他 

・市内で活動する団体・グループ等のもとに市長が伺って懇談を行う「ゆかり市長の出張トーク」を

開催しています。自由なテーマで意見交換ができますので、こちらもご利用ください。 

 

 

 

市政懇談会「ゆかり市長とまちかどトーク」及び「ゆかり市長の出張トーク」について、詳しくは、市

ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諏訪市プレスリリース 総務部 秘書広報課 

令和７年（2025年）５月２７日 

令和 7年度 市政懇談会 

 『ゆかり市長とまちかどトーク』を開催します 

〒392-8511 長野県諏訪市高島 1-22-30 

長野県 諏訪市 総務部 

秘書広報課 広報戦略係 

（担当）笠原 千歌 

電 話  0266-52-4141（内線 324・325) 

ＦＡＸ 0266-57-0660（代表） 

メール  hisyokoho@city.suwa.lg.jp 

市の重要施策などについて、市長が直接みなさんにお伝えします。 

また、市政に関するご意見や日ごろ感じていることなど、皆さんの声をお聞かせく

ださい。今年度は、オンライン配信での参加も可能です。皆さんの参加をお待ちして

います。 

諏訪市 HP ⇒⇒⇒ https://www.city.suwa.lg.jp 

▲ 

「すわまるっ！」は 
こちらから 

市政懇談会 

市ホームページ ▶ 

ゆかり市長の出張トーク   

市ホームページ ▶ 



令和 7 年度　市政懇談会

7 月 29 日（火）　午後 7 時から

諏訪市役所　大会議室（5 階）

‐ テーマ ‐
令和 7 年度の主要事業

市公式 YouTube チャンネルから、
オンラインで参加ができます。
チャット欄で意見交換も。

オンラインでの参加も

市政に関するご意見や日ごろ感じ
ていることなど、皆さんの声をお
寄せください。

自由な意見交換も

詳しくはお問い合わせいただくか、右下の QR コードを読み取り、ご確認ください。

• 託児サービスがあります（6 か月～小学校就学前の子ども）。希望する人は、6 月 30 日（月）までに電話で申し込んでく
ださい（定員 5 人。先着順）。

• 要約筆記者によるスクリーンへの映し出しを行います。

諏訪市役所 秘書広報課 広報戦略係
0266-52-4141（内線 324、325）

お問い合わせはこちら

ゆかり市長と
まちかどトーク

申し込み不要
どなたでも

ご参加いただけます

お
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ゆ か り 市
の

出 張 ト ー ク

長
市政やまちづくりについて、市長と懇談してみませんか？

市内で活動する団体・グループの皆さんのもとに市長が伺い、
直接意見交換を行います。
ぜひ、ご利用ください！

詳しくはお問い合わせいただくか、右下の QR コードを読み取り、ご確認ください。

• 午前 10 時から午後 8 時 30 分までの間で 1 時間程度を目安に開催します。
• 会場の確保や当日の進行は、団体等で行ってください。

開催日の 30 日前までに、秘書広報課窓口又はメール、ファックスで申込書を提
出するか、ながの電子申請サービスで申し込んでください。

申し込み

諏訪市　秘書広報課　広報戦略係
TEL 0266-52-4141（内線 324、325）／ FAX 0266-57-0660
E-Mail　hisyokoho@city.suwa.lg.jp

日程
第 1 回　5 月 28 日（水）

第 2 回　7 月 7 日（月）

第 3 回　8 月 6 日（水）

第 4 回　10 月 9 日（木）

第 5 回　11 月 7 日（金）

第 6 回　令和8年 1 月 27 日（火）

受け付けを終了しました


